
中津市監査委員告示第 6 号

　地方自治法第199条第9項の規定により、令和5年度財政援助団体等監査の結果を

別紙のとおり公表する。

令和6年2月21日

中津市監査委員 岡　　　雅　一

中津市監査委員 千木良　孝　之

写



1.　監査の対象及び監査の期間

監査の期間

2.　監査を実施した監査委員

　　岡　　雅　一　・　千木良　孝之

3.　監査の方法

4.　監査の着眼点

5.　監査の結果

財政援助団体監査結果報告書

監査の対象

　左記の財政援助団
体が令和４年度（令
和４年４月１日～令
和５年３月31日）に
本市から交付を受け
た補助金に係る出納
その他の事務

令和６年１月15日～
令和６年２月21日

　なお、今回の監査は、財政援助団体を対象に行ったものではあるが、所管
する担当課の指導体制等に不十分な点が見受けられたので、事務の改善を要
望するとともに、あわせて交付団体への指導の強化を図られ、今後の事務処
理に万全を期されたい。

　監査にあたっては、監査の対象の財政援助団体及び当該補助金を所管する
部課に係る出納その他の事務の執行が適正に行われているかどうかについ
て、書面監査及び関係者からの説明聴取により実施した。

　補助金の交付目的及び補助対象事業の内容は明確か、交付額及びその時
期、方法、手続きは適正であるか、財政援助団体への指導監査は適切に行わ
れているか、また、財政援助団体における支出の会計経理は適正か、領収書
等の証拠書類の整備は適切か、補助事業が計画的且つ、交付条件に従って実
施され、十分な効果が挙げられているか等に重点をおき監査を実施した。

　財政的援助に係る出納その他事務の執行について監査した結果は、次のと
おりである。
　各事業は公益性、公平性、有効性があり事業計画及び補助金交付条件に
沿って実施され、公益事業として一定の効果を示し、概ね適正に事業の執行
及び事務処理が行われていた。
　しかしながら、一部の事務に改善を要する事項が見受けられたので、以下
の指摘事項について十分検討し、措置状況の具体的結果を令和６年２月28日
（水）までに所管課より文書にて報告されたい。
　また、そのほか口頭で指導した事項についても十分検討し、改善に努めら
れたい。

ふるさとの文化と景観を守る会

耶馬トピア祭り実行委員会

耶馬渓橋100歳記念実行委員会



　【ふるさとの文化と景観を守る会ほか2団体】

(1)補助金等名　　 中津市周辺地域振興対策事業補助金

(2)所管部局・課 本耶馬渓支所　地域振興課

(3)財政援助の目的

(4)事業の概要

・ふるさとの文化と景観を守る会

・耶馬トピア祭り実行委員会

・耶馬渓橋100歳記念実行委員会

(5)監査の結果

　Ⅰ. 団体に対する事項

（指摘事項）

　Ⅱ．所管課に対する事項

（指摘事項）

①

②

③

　周辺地域の住民が主体となって実施する地域の振興、活性化等に資する事業等
に要する経費を市が補助することにより、周辺地域の振興及び活性化を図り、
もって当該地域の住民が安心し、元気で活気に満ち、地域に誇りを持って暮らせ
るようにすることを目的とする。

事業費　405,877円　　財政援助額　365,000円

①観光地再生と山国川、耶馬渓橋のPRのため、山国川漁業協同組合及び地域の
方々と連携し、自然水族館および耶馬渓橋周辺で鮎、ウグイ等の放流を実施。
②自然水族館のPRおよび地域の子どもたちとの交流を深めることを目的に縁日事
業（鯉すくい）を実施。

事業費　164,925円　　財政援助額　164,000円

道の駅耶馬トピア園内特設会場内へ3000燈以上の竹灯籠を設置する「竹の千灯
籠夜」を実施。竹灯籠と彼岸花の幻想的な世界を作り、そばのＰＲ及び道の駅耶
馬トピアと周辺の自然の素晴らしさを発信する。（4年度は台風接近により中
止）

事業費　456,681円　　財政援助額　392,000円

耶馬渓橋を訪れてもらう機会となるよう8～11月にスケッチ大会を実施。併せ
て記念スケッチブックを販売。また、スケッチをする際の予備情報とイベント後
も耶馬渓橋の周知を図るため、耶馬渓橋に特化したパンフレットを作成した。

特に指摘すべき事項はなかった。

実績報告書に基づき補助金額の確定を行う際1,000円未満を切り捨ててい
る。補助金交付要綱及び交付内規には1,000円未満切り捨ての記載は無いが、
根拠は何か示されたい。

交付申請後に実施した審査会の意見が反映されず、購入費用の全額を補助
対象として交付決定している。

審査会の意見について団体と特に協議した記録もないが、審査会の意見は
どのように反映されるのか示されたい。

交付申請後の審査会の査定では、「内規により8割補助とする」とあり、交
付決定も交付申請額の8割になっているが、補助事業変更等承認申請書が提出
された後は10割補助に変わっている。補助割合を変更した根拠、理由を示さ
れたい。


